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建築基準法施行細則（昭和36年規則第27号）の一部を改正する規則（案）新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考 

（建築主等の変更等） （建築主等の変更等）  

第５条 建築主、設置者又は築造主（以下「建築主等」という。）は、

法第６条第１項（法第87条第１項、第87条の４又は第88条第１項若し

くは第２項において準用する場合を含む。）の規定による確認（以下

「確認」という。）を受けた後、当該確認に係る建築物、建築設備又

は工作物の工事が完了するまでに、建築主等、工事監理者又は工事施

工者に変更があつたときは、別記第11号様式による届出書及びその写

し１通に、紛失その他の添付することができない理由があると認めら

れる場合を除き、それぞれ当該確認に係る確認済証及び確認申請書の

副本を添えて、建築主事又は建築副主事（以下「建築主事等」とい

う。                             

                          ）    

に提出しなければならない。 

第５条 建築主、設置者又は築造主（以下「建築主等」という。）は、

法第６条第１項（法第87条第１項、第87条の４又は第88条第１項若し

くは第２項において準用する場合を含む。）の規定による確認（以下

「確認」という。）を受けた後、当該確認に係る建築物、建築設備又

は工作物の工事が完了するまでに、建築主等、工事監理者又は工事施

工者に変更があつたときは、別記第11号様式による届出書及びその写

し１通に、紛失その他の添付することができない理由があると認めら

れる場合を除き、それぞれ当該確認に係る確認済証及び確認申請書の

副本を添えて、建築主事等（建築主事又は建築副主事をいう。以下同

じ。）（法第４条第７項に規定する大規模建築物に係るものにあつて

は、建築主事。次項、第９条及び第10条において同じ。）に提出しな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築副主事創設

に伴う規定整備 

２ 建築主等は、確認を受けた後、工事監理者又は工事施工者を定めた

ときは、工事に着手する前に、別記第12号様式による届出書及びその

写し１通を建築主事等に提出しなければならない。 

２ 建築主等は、確認を受けた後、工事監理者又は工事施工者を定めた

ときは、工事に着手する前に、別記第12号様式による届出書及びその

写し１通を建築主事等に提出しなければならない。 

 

建築副主事創設

に伴う規定整備 

（工事取りやめ届） （工事取りやめ届）  

第９条 建築主等は、確認を受けた後、当該建築物、建築設備若しくは

工作物の工事又は建築物の用途の変更を取りやめたときは、別記第13

号様式による届出書及びその写し１通に、紛失その他の添付すること

ができない理由があると認められる場合を除き、それぞれ確認済証及

び確認申請書の副本を添えて、建築主事等に提出しなければならな

い。 

第９条 建築主等は、確認を受けた後、当該建築物、建築設備若しくは

工作物の工事又は建築物の用途の変更を取りやめたときは、別記第13

号様式による届出書及びその写し１通に、紛失その他の添付すること

ができない理由があると認められる場合を除き、それぞれ確認済証及

び確認申請書の副本を添えて、建築主事等に提出しなければならな

い。 

 

 

 

建築副主事創設

に伴う規定整備 

（確認の取消し） （確認の取消し）  

第10条 建築主等が確認申請書に不実の記載をして確認を受けたことが

判明したときは、建築主事等は、その確認を取り消すことができる。 

第10条 建築主等が確認申請書に不実の記載をして確認を受けたことが

判明したときは、建築主事等は、その確認を取り消すことができる。 

建築副主事創設

に伴う規定整備 

別表第２（第６条関係） 別表第２（第６条関係）  

区分 手数料の名称 手数料の額 

１ 法第６条第１項の規

定による建築物の建築

等に関する確認の申請

に対する審査 

建築物確認申

請手数料 

    

区分 手数料の名称 手数料の額 

１ 法第６条第１項の規

定による建築物の建築

等に関する確認の申請

に対する審査 

建築物確認申

請手数料 
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(1) (2)に掲げる場合

以外の場合 

    

ア 建築物（イに掲

げる部分を除

く。）に係るもの 

    

（ア） 建築物を

建築する場合

（（イ）に掲げ

る場合及び移転

する場合を除

く。） 

    

ａ 当該建築に

係る部分の床

面積（既存の

建築物を増築

して当該増築

する部分と一

の建築物とな

る場合にあつ

ては、当該増

築する部分の

床面積に既存

の建築物の床

面積の２分の

１を加えた床

面積）が30平

方メートル以

内のもの 

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 9,180円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

１件につき 18,360円 

(1) (2)に掲げる場合

以外の場合 

    

ア 建築物（イに掲

げる部分を除

く。）に係るもの 

    

（ア） 建築物を

建築する場合

（（イ）に掲げ

る場合及び移転

する場合を除

く。） 

    

ａ 当該建築に

係る部分の床

面積（既存の

建築物を増築

して当該増築

する部分と一

の建築物とな

る場合にあつ

ては、当該増

築する部分の

床面積に既存

の建築物の床

面積の２分の

１を加えた床

面積）が30平

方メートル以

内のもの 

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 9,180円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

１件につき 18,360円 
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する場合 

ｂ 当該建築に

係る部分の床

面積（既存の

建築物を増築

して当該増築

する部分と一

の建築物とな

る場合にあつ

ては、当該増

築する部分の

床面積に既存

の建築物の床

面積の２分の

１を加えた床

面積）が30平

方メートルを

超え、100平

方メートル以

内のもの 

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 31,620円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 57,120円 

ｃ 当該建築に

係る部分の床

面積（既存の

建築物を増築

して当該増築

する部分と一

の建築物とな

    

する場合 

ｂ 当該建築に

係る部分の床

面積（既存の

建築物を増築

して当該増築

する部分と一

の建築物とな

る場合にあつ

ては、当該増

築する部分の

床面積に既存

の建築物の床

面積の２分の

１を加えた床

面積）が30平

方メートルを

超え、100平

方メートル以

内のもの 

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 31,620円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 57,120円 

ｃ 当該建築に

係る部分の床

面積（既存の

建築物を増築

して当該増築

する部分と一

の建築物とな
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る場合にあつ

ては、当該増

築する部分の

床面積に既存

の建築物の床

面積の２分の

１を加えた床

面積）が100

平方メートル

を超え、200

平方メートル

以内のもの 

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 38,760円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 66,300円 

ｄ 当該建築に

係る部分の床

面積（既存の

建築物を増築

して当該増築

する部分と一

の建築物とな

る場合にあつ

ては、当該増

築する部分の

床面積に既存

の建築物の床

面積の２分の

１を加えた床

面積）が200

    

る場合にあつ

ては、当該増

築する部分の

床面積に既存

の建築物の床

面積の２分の

１を加えた床

面積）が100

平方メートル

を超え、200

平方メートル

以内のもの 

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 38,760円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 66,300円 

ｄ 当該建築に

係る部分の床

面積（既存の

建築物を増築

して当該増築

する部分と一

の建築物とな

る場合にあつ

ては、当該増

築する部分の

床面積に既存

の建築物の床

面積の２分の

１を加えた床

面積）が200
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平方メートル

を超え、500

平方メートル

以内のもの 

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 61,200円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 88,740円 

ｅ 当該建築に

係る部分の床

面積（既存の

建築物を増築

して当該増築

する部分と一

の建築物とな

る場合にあつ

ては、当該増

築する部分の

床面積に既存

の建築物の床

面積の２分の

１を加えた床

面積）が500

平方メートル

を超え、1,00

0平方メート

ル以内のもの 

１件につき 157,080円 

ｆ 当該建築に

係る部分の床

面積（既存の

建築物を増築

１件につき 214,200円 

平方メートル

を超え、500

平方メートル

以内のもの 

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 61,200円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 88,740円 

ｅ 当該建築に

係る部分の床

面積（既存の

建築物を増築

して当該増築

する部分と一

の建築物とな

る場合にあつ

ては、当該増

築する部分の

床面積に既存

の建築物の床

面積の２分の

１を加えた床

面積）が500

平方メートル

を超え、1,00

0平方メート

ル以内のもの 

１件につき 157,080円 

ｆ 当該建築に

係る部分の床

面積（既存の

建築物を増築

１件につき 214,200円 
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して当該増築

する部分と一

の建築物とな

る場合にあつ

ては、当該増

築する部分の

床面積に既存

の建築物の床

面積の２分の

１を加えた床

面積）が1,00

0平方メート

ルを超え、2,

000平方メー

トル以内のも

の 

ｇ 当該建築に

係る部分の床

面積（既存の

建築物を増築

して当該増築

する部分と一

の建築物とな

る場合にあつ

ては、当該増

築する部分の

床面積に既存

の建築物の床

面積の２分の

１を加えた床

面積）が2,00

0平方メート

ルを超え、5,

000平方メー

トル以内のも

の 

１件につき 377,400円 

ｈ 当該建築に

係る部分の床

面積（既存の

建築物を増築

して当該増築

１件につき 508,980円 

して当該増築

する部分と一

の建築物とな

る場合にあつ

ては、当該増

築する部分の

床面積に既存

の建築物の床

面積の２分の

１を加えた床

面積）が1,00

0平方メート

ルを超え、2,

000平方メー

トル以内のも

の 

ｇ 当該建築に

係る部分の床

面積（既存の

建築物を増築

して当該増築

する部分と一

の建築物とな

る場合にあつ

ては、当該増

築する部分の

床面積に既存

の建築物の床

面積の２分の

１を加えた床

面積）が2,00

0平方メート

ルを超え、5,

000平方メー

トル以内のも

の 

１件につき 377,400円 

ｈ 当該建築に

係る部分の床

面積（既存の

建築物を増築

して当該増築

１件につき 508,980円 
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する部分と一

の建築物とな

る場合にあつ

ては、当該増

築する部分の

床面積に既存

の建築物の床

面積の２分の

１を加えた床

面積）が5,00

0平方メート

ルを超え、１

万平方メート

ル以内のもの 

ｉ 当該建築に

係る部分の床

面積（既存の

建築物を増築

して当該増築

する部分と一

の建築物とな

る場合にあつ

ては、当該増

築する部分の

床面積に既存

の建築物の床

面積の２分の

１を加えた床

面積）が１万

平方メートル

を超え、５万

平方メートル

以内のもの 

１件につき 676,260円 

ｊ 当該建築に

係る部分の床

面積（既存の

建築物を増築

して当該増築

する部分と一

の建築物とな

る場合にあつ

１件につき 1,103,640円 

する部分と一

の建築物とな

る場合にあつ

ては、当該増

築する部分の

床面積に既存

の建築物の床

面積の２分の

１を加えた床

面積）が5,00

0平方メート

ルを超え、１

万平方メート

ル以内のもの 

ｉ 当該建築に

係る部分の床

面積（既存の

建築物を増築

して当該増築

する部分と一

の建築物とな

る場合にあつ

ては、当該増

築する部分の

床面積に既存

の建築物の床

面積の２分の

１を加えた床

面積）が１万

平方メートル

を超え、５万

平方メートル

以内のもの 

１件につき 676,260円 

ｊ 当該建築に

係る部分の床

面積（既存の

建築物を増築

して当該増築

する部分と一

の建築物とな

る場合にあつ

１件につき 1,103,640円 
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ては、当該増

築する部分の

床面積に既存

の建築物の床

面積の２分の

１を加えた床

面積）が５万

平方メートル

を超えるもの 

（イ） 確認を受

けた建築物の計

画の変更をして

建築物を建築す

る場合（移転す

る場合を除

く。） 

    

ａ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１（床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増

加する部分の

床面積）が、

30平方メート

ル以内のもの 

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 9,180円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 18,360円 

ては、当該増

築する部分の

床面積に既存

の建築物の床

面積の２分の

１を加えた床

面積）が５万

平方メートル

を超えるもの 

（イ） 確認を受

けた建築物の計

画の変更をして

建築物を建築す

る場合（移転す

る場合を除

く。） 

    

ａ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１（床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増

加する部分の

床面積）が、

30平方メート

ル以内のもの 

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 9,180円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 18,360円 
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ｂ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１（床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増

加する部分の

床面積）が、

30平方メート

ルを超え、10

0平方メート

ル以内のもの 

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 31,620円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 57,120円 

ｃ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１（床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増

加する部分の

床面積）が、

100平方メー

トルを超え、

200平方メー

トル以内のも

の 

    

ｂ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１（床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増

加する部分の

床面積）が、

30平方メート

ルを超え、10

0平方メート

ル以内のもの 

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 31,620円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 57,120円 

ｃ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１（床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増

加する部分の

床面積）が、

100平方メー

トルを超え、

200平方メー

トル以内のも

の 
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(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 38,760円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 66,300円 

ｄ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１（床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増

加する部分の

床面積）が、

200平方メー

トルを超え、

500平方メー

トル以内のも

の 

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 61,200円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

１件につき 88,740円 

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 38,760円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 66,300円 

ｄ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１（床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増

加する部分の

床面積）が、

200平方メー

トルを超え、

500平方メー

トル以内のも

の 

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 61,200円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

１件につき 88,740円 
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する場合 

ｅ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１（床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増

加する部分の

床面積）が、

500平方メー

トルを超え、

1,000平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき 157,080円 

ｆ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１（床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増

加する部分の

床面積）が、

1,000平方メ

ートルを超

え、2,000平

方メートル以

内のもの 

１件につき 214,200円 

ｇ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１（床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増

加する部分の

床面積）が、

2,000平方メ

ートルを超

え、5,000平

１件につき 377,400円 

する場合 

ｅ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１（床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増

加する部分の

床面積）が、

500平方メー

トルを超え、

1,000平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき 157,080円 

ｆ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１（床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増

加する部分の

床面積）が、

1,000平方メ

ートルを超

え、2,000平

方メートル以

内のもの 

１件につき 214,200円 

ｇ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１（床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増

加する部分の

床面積）が、

2,000平方メ

ートルを超

え、5,000平

１件につき 377,400円 
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方メートル以

内のもの 

ｈ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１（床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増

加する部分の

床面積）が、

5,000平方メ

ートルを超

え、１万平方

メートル以内

のもの 

１件につき 508,980円 

ｉ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１（床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増

加する部分の

床面積）が、

１万平方メー

トルを超え、

５万平方メー

トル以内のも

の 

１件につき 676,260円 

ｊ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１（床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増

加する部分の

床面積）が、

５万平方メー

トルを超える

１件につき 1,103,640円 

方メートル以

内のもの 

ｈ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１（床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増

加する部分の

床面積）が、

5,000平方メ

ートルを超

え、１万平方

メートル以内

のもの 

１件につき 508,980円 

ｉ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１（床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増

加する部分の

床面積）が、

１万平方メー

トルを超え、

５万平方メー

トル以内のも

の 

１件につき 676,260円 

ｊ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１（床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増

加する部分の

床面積）が、

５万平方メー

トルを超える

１件につき 1,103,640円 
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もの 

（ウ） 建築物を

移転し、その大

規模の修繕若し

くは大規模の模

様替をし、又は

その用途を変更

する場合

（（エ）に掲げ

る場合を除

く。） 

    

ａ 当該移転、

修繕、模様替

又は用途の変

更に係る部分

の床面積が30

平方メートル

以内のもの 

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 9,180円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 18,360円 

ｂ 当該移転、

修繕、模様替

又は用途の変

更に係る部分

の床面積が30

平方メートル

を超え、100

平方メートル

以内のもの 

    

もの 

（ウ） 建築物を

移転し、その大

規模の修繕若し

くは大規模の模

様替をし、又は

その用途を変更

する場合

（（エ）に掲げ

る場合を除

く。） 

    

ａ 当該移転、

修繕、模様替

又は用途の変

更に係る部分

の床面積が30

平方メートル

以内のもの 

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 9,180円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 18,360円 

ｂ 当該移転、

修繕、模様替

又は用途の変

更に係る部分

の床面積が30

平方メートル

を超え、100

平方メートル

以内のもの 
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(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 31,620円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 57,120円 

ｃ 当該移転、

修繕、模様替

又は用途の変

更に係る部分

の床面積が10

0平方メート

ルを超え、20

0平方メート

ル以内のもの 

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 38,760円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 66,300円 

ｄ 当該移転、

修繕、模様替

又は用途の変

更に係る部分

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 31,620円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 57,120円 

ｃ 当該移転、

修繕、模様替

又は用途の変

更に係る部分

の床面積が10

0平方メート

ルを超え、20

0平方メート

ル以内のもの 

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 38,760円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 66,300円 

ｄ 当該移転、

修繕、模様替

又は用途の変

更に係る部分
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の床面積が20

0平方メート

ルを超え、50

0平方メート

ル以内のもの 

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 61,200円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 88,740円 

ｅ 当該移転、

修繕、模様替

又は用途の変

更に係る部分

の床面積が50

0平方メート

ルを超え、1,

000平方メー

トル以内のも

の 

１件につき 157,080円 

ｆ 当該移転、

修繕、模様替

又は用途の変

更に係る部分

の床面積が1,

000平方メー

トルを超え、

2,000平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき 214,200円 

ｇ 当該移転、

修繕、模様替

１件につき 377,400円 

の床面積が20

0平方メート

ルを超え、50

0平方メート

ル以内のもの 

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 61,200円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 88,740円 

ｅ 当該移転、

修繕、模様替

又は用途の変

更に係る部分

の床面積が50

0平方メート

ルを超え、1,

000平方メー

トル以内のも

の 

１件につき 157,080円 

ｆ 当該移転、

修繕、模様替

又は用途の変

更に係る部分

の床面積が1,

000平方メー

トルを超え、

2,000平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき 214,200円 

ｇ 当該移転、

修繕、模様替

１件につき 377,400円 
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又は用途の変

更に係る部分

の床面積が2,

000平方メー

トルを超え、

5,000平方メ

ートル以内の

もの 

ｈ 当該移転、

修繕、模様替

又は用途の変

更に係る部分

の床面積が5,

000平方メー

トルを超え、

１万平方メー

トル以内のも

の 

１件につき 508,980円 

ｉ 当該移転、

修繕、模様替

又は用途の変

更に係る部分

の床面積が１

万平方メート

ルを超え、５

万平方メート

ル以内のもの 

１件につき 676,260円 

ｊ 当該移転、

修繕、模様替

又は用途の変

更に係る部分

の床面積が５

万平方メート

ルを超えるも

の 

１件につき 1,103,640円 

（エ） 確認を受

けた建築物の計

画の変更をして

建築物を移転

し、その大規模

の修繕若しくは

    

又は用途の変

更に係る部分

の床面積が2,

000平方メー

トルを超え、

5,000平方メ

ートル以内の

もの 

ｈ 当該移転、

修繕、模様替

又は用途の変

更に係る部分

の床面積が5,

000平方メー

トルを超え、

１万平方メー

トル以内のも

の 

１件につき 508,980円 

ｉ 当該移転、

修繕、模様替

又は用途の変

更に係る部分

の床面積が１

万平方メート

ルを超え、５

万平方メート

ル以内のもの 

１件につき 676,260円 

ｊ 当該移転、

修繕、模様替

又は用途の変

更に係る部分

の床面積が５

万平方メート

ルを超えるも

の 

１件につき 1,103,640円 

（エ） 確認を受

けた建築物の計

画の変更をして

建築物を移転

し、その大規模

の修繕若しくは
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大規模の模様替

をし、又はその

用途を変更する

場合 

ａ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１が、

30平方メート

ル以内のもの 

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 9,180円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 18,360円 

ｂ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１が、

30平方メート

ルを超え、10

0平方メート

ル以内のもの 

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 31,620円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

１件につき 57,120円 

大規模の模様替

をし、又はその

用途を変更する

場合 

ａ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１が、

30平方メート

ル以内のもの 

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 9,180円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 18,360円 

ｂ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１が、

30平方メート

ルを超え、10

0平方メート

ル以内のもの 

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 31,620円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

１件につき 57,120円 
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定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

ｃ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１が、

100平方メー

トルを超え、

200平方メー

トル以内のも

の 

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 38,760円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 66,300円 

ｄ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１が、

200平方メー

トルを超え、

500平方メー

トル以内のも

の 

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 61,200円 

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

ｃ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１が、

100平方メー

トルを超え、

200平方メー

トル以内のも

の 

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 38,760円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 66,300円 

ｄ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１が、

200平方メー

トルを超え、

500平方メー

トル以内のも

の 

    

(a) (b)に掲

げる場合

以外の場

合 

１件につき 61,200円 
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(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 88,740円 

ｅ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１が、

500平方メー

トルを超え、

1,000平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき 157,080円 

ｆ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１が、

1,000平方メ

ートルを超

え、2,000平

方メートル以

内のもの 

１件につき 214,200円 

ｇ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１が、

2,000平方メ

ートルを超

え、5,000平

方メートル以

内のもの 

１件につき 377,400円 

ｈ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１が、

１件につき 508,980円 

(b) 法第20

条第１項

第１号か

ら第３号

までに規

定する基

準への適

合性審査

を必要と

する場合 

１件につき 88,740円 

ｅ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１が、

500平方メー

トルを超え、

1,000平方メ

ートル以内の

もの 

１件につき 157,080円 

ｆ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１が、

1,000平方メ

ートルを超

え、2,000平

方メートル以

内のもの 

１件につき 214,200円 

ｇ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１が、

2,000平方メ

ートルを超

え、5,000平

方メートル以

内のもの 

１件につき 377,400円 

ｈ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１が、

１件につき 508,980円 
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5,000平方メ

ートルを超

え、１万平方

メートル以内

のもの 

ｉ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１が、

１万平方メー

トルを超え、

５万平方メー

トル以内のも

の 

１件につき 676,260円 

ｊ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１が、

５万平方メー

トルを超える

もの 

１件につき 1,103,640円 

イ 建築設備に係る

もの 

    

（ア） 建築設備

を設置する場合

（（イ）に掲げ

る場合を除

く。） 

１件につき 23,460円 

（イ） 確認を受

けた建築設備の

計画を変更して

建築設備を設置

する場合 

１件につき 16,320円 

(2) 法第６条の３第

１項ただし書の規定

により建築主事等の

審査を行う場合 

  

ア 建築物を建築す

る場合（イに掲げ

る場合及び移転す

る場合を除く。） 

１件につき左欄の１の(1)に定める額に

法第６条の３第１項ただし書の規定に

より建築主事等の審査を行う１の建築

物（２以上の部分がエキスパンション

5,000平方メ

ートルを超

え、１万平方

メートル以内

のもの 

ｉ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１が、

１万平方メー

トルを超え、

５万平方メー

トル以内のも

の 

１件につき 676,260円 

ｊ 当該計画の

変更に係る部

分の床面積の

２分の１が、

５万平方メー

トルを超える

もの 

１件につき 1,103,640円 

イ 建築設備に係る

もの 

    

（ア） 建築設備

を設置する場合

（（イ）に掲げ

る場合を除

く。） 

１件につき 23,460円 

（イ） 確認を受

けた建築設備の

計画を変更して

建築設備を設置

する場合 

１件につき 16,320円 

(2) 法第６条の３第

１項ただし書の規定

により建築主事等の

審査を行う場合 

  

ア 建築物を建築す

る場合（イに掲げ

る場合及び移転す

る場合を除く。） 

１件につき左欄の１の(1)に定める額に

法第６条の３第１項ただし書の規定に

より建築主事等の審査を行う１の建築

物（２以上の部分がエキスパンション
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ジョイントその他の相互に応力を伝え

ない構造方法のみで接している建築物

の当該建築物の部分は、それぞれ別の

建築物とみなす。）ごとに次の区分に

応じ、それぞれに定める金額を合計し

た額を加えた額 

(1) 当該建築物の床面積が200平方メ

ートル以内のもの 119,440円 

(2) 当該建築物の床面積が200平方メ

ートルを超え、500平方メートル以内

のもの 142,800円 

(3) 当該建築物の床面積が500平方メ

ートルを超え、1,000平方メートル以

内のもの 166,050円 

(4) 当該建築物の床面積が1,000平方

メートルを超え、2,000平方メートル

以内のもの 189,410円 

(5) 当該建築物の床面積が2,000平方

メートルを超え、１万平方メートル

以内のもの 226,330円 

(6) 当該建築物の床面積が１万平方メ

ートルを超え、５万平方メートル以

内のもの 300,590円 

(7) 当該建築物の床面積が５万平方メ

ートルを超えるもの 552,120円 

イ 確認を受けた建

築物の計画の変更

をして建築物を建

築する場合（移転

する場合を除

く。） 

１件につき左欄の１の(1)に定める額に

法第６条の３第１項ただし書の規定に

より建築主事等の審査を行う１の建築

物（２以上の部分がエキスパンション

ジョイントその他の相互に応力を伝え

ない構造方法のみで接している建築物

の当該建築物の部分は、それぞれ別の

建築物とみなす。）ごとに次の区分に

応じ、それぞれに定める金額を合計し

た額を加えた額 

(1) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１（床面積が増加する

場合にあつては、当該増加する部分

の床面積に当該増加する部分以外の

床面積の２分の１を加えた床面積）

が200平方メートル以内のもの 119,

ジョイントその他の相互に応力を伝え

ない構造方法のみで接している建築物

の当該建築物の部分は、それぞれ別の

建築物とみなす。）ごとに次の区分に

応じ、それぞれに定める金額を合計し

た額を加えた額 

(1) 当該建築物の床面積が200平方メ

ートル以内のもの 119,440円 

(2) 当該建築物の床面積が200平方メ

ートルを超え、500平方メートル以内

のもの 142,800円 

(3) 当該建築物の床面積が500平方メ

ートルを超え、1,000平方メートル以

内のもの 166,050円 

(4) 当該建築物の床面積が1,000平方

メートルを超え、2,000平方メートル

以内のもの 189,410円 

(5) 当該建築物の床面積が2,000平方

メートルを超え、１万平方メートル

以内のもの 226,330円 

(6) 当該建築物の床面積が１万平方メ

ートルを超え、５万平方メートル以

内のもの 300,590円 

(7) 当該建築物の床面積が５万平方メ

ートルを超えるもの 552,120円 

イ 確認を受けた建

築物の計画の変更

をして建築物を建

築する場合（移転

する場合を除

く。） 

１件につき左欄の１の(1)に定める額に

法第６条の３第１項ただし書の規定に

より建築主事等の審査を行う１の建築

物（２以上の部分がエキスパンション

ジョイントその他の相互に応力を伝え

ない構造方法のみで接している建築物

の当該建築物の部分は、それぞれ別の

建築物とみなす。）ごとに次の区分に

応じ、それぞれに定める金額を合計し

た額を加えた額 

(1) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１（床面積が増加する

場合にあつては、当該増加する部分

の床面積に当該増加する部分以外の

床面積の２分の１を加えた床面積）

が200平方メートル以内のもの 119,
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440円 

(2) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１（床面積が増加する

場合にあつては、当該増加する部分

の床面積に当該増加する部分以外の

床面積の２分の１を加えた床面積）

が200平方メートルを超え、500平方

メートル以内のもの 142,800円 

(3) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１（床面積が増加する

場合にあつては、当該増加する部分

の床面積に当該増加する部分以外の

床面積の２分の１を加えた床面積）

が500平方メートルを超え、1,000平

方メートル以内のもの 166,050円 

(4) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１（床面積が増加する

場合にあつては、当該増加する部分

の床面積に当該増加する部分以外の

床面積の２分の１を加えた床面積）

が1,000平方メートルを超え、2,000

平方メートル以内のもの 189,410円 

(5) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１（床面積が増加する

場合にあつては、当該増加する部分

の床面積に当該増加する部分以外の

床面積の２分の１を加えた床面積）

が2,000平方メートルを超え、１万平

方メートル以内のもの 226,330円 

(6) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１（床面積が増加する

場合にあつては、当該増加する部分

の床面積に当該増加する部分以外の

床面積の２分の１を加えた床面積）

が１万平方メートルを超え、５万平

方メートル以内のもの 300,590円 

(7) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１（床面積が増加する

場合にあつては、当該増加する部分

の床面積に当該増加する部分以外の

床面積の２分の１を加えた床面積）

440円 

(2) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１（床面積が増加する

場合にあつては、当該増加する部分

の床面積に当該増加する部分以外の

床面積の２分の１を加えた床面積）

が200平方メートルを超え、500平方

メートル以内のもの 142,800円 

(3) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１（床面積が増加する

場合にあつては、当該増加する部分

の床面積に当該増加する部分以外の

床面積の２分の１を加えた床面積）

が500平方メートルを超え、1,000平

方メートル以内のもの 166,050円 

(4) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１（床面積が増加する

場合にあつては、当該増加する部分

の床面積に当該増加する部分以外の

床面積の２分の１を加えた床面積）

が1,000平方メートルを超え、2,000

平方メートル以内のもの 189,410円 

(5) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１（床面積が増加する

場合にあつては、当該増加する部分

の床面積に当該増加する部分以外の

床面積の２分の１を加えた床面積）

が2,000平方メートルを超え、１万平

方メートル以内のもの 226,330円 

(6) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１（床面積が増加する

場合にあつては、当該増加する部分

の床面積に当該増加する部分以外の

床面積の２分の１を加えた床面積）

が１万平方メートルを超え、５万平

方メートル以内のもの 300,590円 

(7) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１（床面積が増加する

場合にあつては、当該増加する部分

の床面積に当該増加する部分以外の

床面積の２分の１を加えた床面積）
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が５万平方メートルを超えるもの 5

52,120円 

ウ 建築物を移転

し、又はその大規

模の修繕若しくは

大規模の模様替を

する場合（エに掲

げる場合を除

く。） 

１件につき左欄の１の(1)に定める額に

法第６条の３第１項ただし書の規定に

より建築主事等の審査を行う１の建築

物（２以上の部分がエキスパンション

ジョイントその他の相互に応力を伝え

ない構造方法のみで接している建築物

の当該建築物の部分は、それぞれ別の

建築物とみなす。）ごとに次の区分に

応じ、それぞれに定める金額を合計し

た額を加えた額 

(1) 当該移転、修繕又は模様替に係る

建築物の床面積の２分の１が200平方

メートル以内のもの 119,440円 

(2) 当該移転、修繕又は模様替に係る

建築物の床面積の２分の１が200平方

メートルを超え、500平方メートル以

内のもの 142,800円 

(3) 当該移転、修繕又は模様替に係る

建築物の床面積の２分の１が500平方

メートルを超え、1,000平方メートル

以内のもの 166,050円 

(4) 当該移転、修繕又は模様替に係る

建築物の床面積の２分の１が1,000平

方メートルを超え、2,000平方メート

ル以内のもの 189,410円 

(5) 当該移転、修繕又は模様替に係る

建築物の床面積の２分の１が2,000平

方メートルを超え、１万平方メート

ル以内のもの 226,330円 

(6) 当該移転、修繕又は模様替に係る

建築物の床面積の２分の１が１万平

方メートルを超え、５万平方メート

ル以内のもの 300,590円 

(7) 当該移転、修繕又は模様替に係る

建築物の床面積の２分の１が５万平

方メートルを超えるもの 552,120円 

エ 確認を受けた建

築物の計画の変更

をして建築物を移

１件につき左欄の１の(1)に定める額に

法第６条の３第１項ただし書の規定に

より建築主事等の審査を行う１の建築

が５万平方メートルを超えるもの 5

52,120円 

ウ 建築物を移転

し、又はその大規

模の修繕若しくは

大規模の模様替を

する場合（エに掲

げる場合を除

く。） 

１件につき左欄の１の(1)に定める額に

法第６条の３第１項ただし書の規定に

より建築主事等の審査を行う１の建築

物（２以上の部分がエキスパンション

ジョイントその他の相互に応力を伝え

ない構造方法のみで接している建築物

の当該建築物の部分は、それぞれ別の

建築物とみなす。）ごとに次の区分に

応じ、それぞれに定める金額を合計し

た額を加えた額 

(1) 当該移転、修繕又は模様替に係る

建築物の床面積の２分の１が200平方

メートル以内のもの 119,440円 

(2) 当該移転、修繕又は模様替に係る

建築物の床面積の２分の１が200平方

メートルを超え、500平方メートル以

内のもの 142,800円 

(3) 当該移転、修繕又は模様替に係る

建築物の床面積の２分の１が500平方

メートルを超え、1,000平方メートル

以内のもの 166,050円 

(4) 当該移転、修繕又は模様替に係る

建築物の床面積の２分の１が1,000平

方メートルを超え、2,000平方メート

ル以内のもの 189,410円 

(5) 当該移転、修繕又は模様替に係る

建築物の床面積の２分の１が2,000平

方メートルを超え、１万平方メート

ル以内のもの 226,330円 

(6) 当該移転、修繕又は模様替に係る

建築物の床面積の２分の１が１万平

方メートルを超え、５万平方メート

ル以内のもの 300,590円 

(7) 当該移転、修繕又は模様替に係る

建築物の床面積の２分の１が５万平

方メートルを超えるもの 552,120円 

エ 確認を受けた建

築物の計画の変更

をして建築物を移

１件につき左欄の１の(1)に定める額に

法第６条の３第１項ただし書の規定に

より建築主事等の審査を行う１の建築
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転し、又はその大

規模の修繕若しく

は大規模の模様替

をする場合 

物（２以上の部分がエキスパンション

ジョイントその他の相互に応力を伝え

ない構造方法のみで接している建築物

の当該建築物の部分は、それぞれ別の

建築物とみなす。）ごとに次の区分に

応じ、それぞれに定める金額を合計し

た額を加えた額 

(1) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１が200平方メートル以

内のもの 119,440円 

(2) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１が200平方メートルを

超え、500平方メートル以内のもの 

142,800円 

(3) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１が500平方メートルを

超え、1,000平方メートル以内のもの

 166,050円 

(4) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１が1,000平方メートル

を超え、2,000平方メートル以内のも

の 189,410円 

(5) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１が2,000平方メートル

を超え、１万平方メートル以内のも

の 226,330円 

(6) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１が１万平方メートル

を超え、５万平方メートル以内のも

の 300,590円 

(7) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１が５万平方メートル

を超えるもの 552,120円 

５ 法第18条第３項の規

定による国等の建築物

の建築等に関する通知

に対する審査 

国等建築物確

認手数料 

    

(1) (2)に掲げる場合

以外の場合 

１の項の(1)に定める額 

(2) 法第18条第４項

ただし書の規定によ

１の項の(2)に定める額 

転し、又はその大

規模の修繕若しく

は大規模の模様替

をする場合 

物（２以上の部分がエキスパンション

ジョイントその他の相互に応力を伝え

ない構造方法のみで接している建築物

の当該建築物の部分は、それぞれ別の

建築物とみなす。）ごとに次の区分に

応じ、それぞれに定める金額を合計し

た額を加えた額 

(1) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１が200平方メートル以

内のもの 119,440円 

(2) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１が200平方メートルを

超え、500平方メートル以内のもの 

142,800円 

(3) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１が500平方メートルを

超え、1,000平方メートル以内のもの

 166,050円 

(4) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１が1,000平方メートル

を超え、2,000平方メートル以内のも

の 189,410円 

(5) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１が2,000平方メートル

を超え、１万平方メートル以内のも

の 226,330円 

(6) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１が１万平方メートル

を超え、５万平方メートル以内のも

の 300,590円 

(7) 当該計画の変更に係る建築物の床

面積の２分の１が５万平方メートル

を超えるもの 552,120円 

５ 法第18条第３項の規

定による国等の建築物

の建築等に関する通知

に対する審査 

国等建築物確

認手数料 

    

(1) (2)に掲げる場合

以外の場合 

１の項の(1)に定める額 

(2) 法第18条第４項

ただし書の規定によ

１の項の(2)に定める額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25/28 

 

り建築主事等の審査

を行う場合 
 

り建築主事等の審査

を行う場合 
 

建築副主事創設

に伴う規定整備 
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届出先に建築副

主事を追加 
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届出先に建築副

主事を追加 
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届出先に建築副主

事を追加 

 


